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建
武
政
権
の
太
政
官
符
発
給

ー
政
権
の
理
念
と
構
想
の
一
断
面

甲
　
斐
　
玄
　
洋

は
じ
め
に

　
建
武
二
年
（
＝
二
一
二
五
）
、
建
武
政
権
は
太
政
官
符
を
多
数
発
給
し
て
い
る
。

太
政
官
符
は
、
太
政
官
が
諸
国
・
諸
司
等
に
対
し
て
行
政
命
令
一
般
を
行
う
文

書
で
あ
る
。
し
か
し
、
発
給
手
続
き
の
煩
雑
さ
や
弁
官
局
の
機
能
拡
充
に
よ
り
、

平
安
中
期
に
弁
官
局
か
ら
簡
略
な
手
続
き
で
発
給
で
き
る
弁
官
下
文
（
官
宣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

旨
）
に
機
能
の
大
部
分
を
譲
り
、
さ
ら
に
、
院
宣
・
編
旨
に
よ
っ
て
多
く
の
政

務
が
遂
行
さ
れ
た
中
世
に
お
い
て
は
、
稀
に
し
か
発
給
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
ま
と
ま
っ
た
官
符
発
給
は
特
異
な
事
実
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
こ
の
太
政
官
符
発
給
は
建
武
政
権
研
究
の
中
で
注
目

さ
れ
て
き
た
。
小
川
信
氏
は
、
八
月
以
降
に
河
野
氏
他
に
所
領
を
給
与
し
た
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

符
を
権
威
の
失
墜
し
た
編
旨
に
替
わ
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
、
森
茂
暁
氏
も
、
十

月
に
松
浦
党
山
代
氏
の
所
領
を
安
堵
し
た
官
符
に
つ
い
て
同
様
な
理
解
を
示
し

　
　
　
（
3
）

て
お
ら
れ
る
。
両
者
の
見
解
は
、
発
給
文
書
と
し
て
官
符
が
用
い
ら
れ
た
経
緯

に
関
し
て
は
相
違
す
る
も
の
の
、
官
符
発
給
を
後
醍
醐
天
皇
の
編
旨
万
能
主
義

の
敗
北
と
見
る
こ
と
で
は
一
致
し
て
い
る
。
一
方
、
佐
藤
進
一
氏
は
、
四
月
か

ら
九
月
に
発
給
さ
れ
た
官
符
を
取
り
上
げ
て
、
官
符
の
復
活
は
太
政
官
政
治
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

否
定
す
る
後
醍
醐
天
皇
の
企
図
に
反
す
る
動
向
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
諸
氏
の
見
解
は
太
政
官
符
発
給
を
政
権
の
崩
壊
過
程
に
位
置
づ
け

る
点
で
一
致
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
太
政
官
符
発
給
の
意
義
を
正
確
に
捉
え
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
諸
氏
は
、
建
武
政
権
の
理
念
と
特
質
を
政
権
の
主
導
者
後
醍

醐
天
皇
に
よ
る
先
例
無
視
、
編
旨
万
能
主
義
、
太
政
官
政
治
の
否
定
と
す
る
佐

　
　
　
　
　
（
5
）

藤
氏
以
来
の
見
解
に
立
脚
し
、
太
政
官
符
の
発
給
は
政
権
の
理
念
に
対
峙
す
る

現
象
だ
と
結
論
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
後
醍
醐
天
皇
に
は
『
建
武

年
中
行
事
』
を
著
す
よ
う
な
旧
来
の
朝
儀
の
復
興
者
と
い
う
側
面
も
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
着
眼
点
か
ら
す
れ
ば
、
太
政
官
符
の
発
給
は
古
代
律
令
制
下
の
正
式

な
文
書
発
給
形
態
の
復
活
で
あ
り
、
後
醍
醐
の
意
図
に
反
す
る
現
象
で
は
な
い

と
考
え
る
余
地
も
あ
ろ
う
。
建
武
政
権
の
理
念
を
め
ぐ
っ
て
は
、
か
つ
て
は
復

古
主
義
と
さ
れ
た
が
、
後
に
こ
れ
は
批
判
さ
れ
、
新
た
に
先
例
無
視
、
論
旨
万
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能
主
義
、
太
政
官
政
治
の
否
定
と
い
っ
た
諸
点
が
指
摘
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

在
は
こ
の
見
解
に
批
判
的
検
討
や
新
見
解
の
提
示
が
な
さ
れ
て
い
る
段
階
に
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
史
を
踏
ま
え
れ
ば
、
従
来
と
は
異
な
っ
た
視
点
に
よ
り

建
武
政
権
下
の
諸
現
象
を
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
建
武
政
権
論
の
中
で
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
後
醍
醐
天
皇
に
よ
る
朝
儀
復
興
と
い
う
視
点
か
ら
、
建
武
政
権
の

太
政
官
符
発
給
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
は
、
発
給
に
至
っ
た
経
緯
を
検
討

し
、
発
給
文
書
に
官
符
を
選
択
し
た
意
図
の
出
所
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上

で
、
政
権
の
政
治
動
向
と
の
関
係
か
ら
官
符
発
給
の
背
景
と
意
義
を
考
え
、
建

武
政
権
の
理
念
と
構
想
の
一
断
面
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

太
政
官
符
発
給
の
経
緯

　
先
行
研
究
で
は
、
太
政
官
符
が
発
給
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
見
解
が
一
致
し

て
い
な
い
。
森
氏
は
、
文
書
発
給
に
よ
る
権
利
認
定
を
求
あ
た
申
請
者
が
、
官

符
は
論
旨
よ
り
も
実
効
性
に
お
い
て
勝
る
と
考
え
て
官
符
を
選
択
し
た
と
さ
れ

る
。
一
方
、
小
川
氏
は
、
政
権
首
脳
部
が
求
心
力
回
復
の
た
め
に
論
旨
に
替
え

て
官
符
を
発
給
し
た
の
だ
と
さ
れ
、
佐
藤
氏
は
、
太
政
官
議
政
官
の
活
動
の
結

果
と
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
小
川
・
森
両
氏
と
佐
藤
氏
と
で

は
対
象
と
し
た
官
符
が
異
な
っ
て
い
る
な
ど
の
問
題
も
あ
り
、
再
検
討
の
余
地

が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
建
武
政
権
の
発
給
し
た
太
政
官
符
は
管
見
の
範
囲
で
次
頁
の
表
の
通
り
で
あ

（
8
）

る
。
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
、
建
武
元
年
（
＝
二
一
二
四
）
の
も
の
は
各
一
通

で
、
残
り
は
す
べ
て
建
武
二
年
の
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
表
に
基
づ
い
て
、

太
政
官
符
が
発
給
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
発
給
文
書
と
し
て
官
符

が
用
い
ら
れ
た
の
が
政
権
、
申
請
者
の
い
ず
れ
の
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ

た
の
か
、
さ
ら
に
、
政
権
の
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
そ
れ

が
天
皇
、
議
政
官
の
い
ず
れ
の
意
図
を
反
映
し
た
も
の
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ

る
の
か
、
こ
の
よ
う
な
手
順
で
考
え
て
い
く
。

1
　
政
権
と
申
請
者

　
古
代
律
令
制
下
の
太
政
官
符
に
つ
い
て
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
官
符
は
、
そ
の

内
容
の
発
議
主
体
が
天
皇
、
議
政
官
組
織
、
諸
司
・
官
人
等
の
い
ず
れ
で
あ
る

の
か
に
よ
り
分
類
で
き
る
。
そ
し
て
、
発
議
主
体
を
特
定
す
る
判
断
基
準
と
な

る
の
が
、
官
符
文
面
に
発
給
を
申
請
し
た
上
申
文
書
（
解
状
・
奏
状
な
ど
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

引
用
す
る
か
否
か
で
あ
る
。
ひ
と
ま
ず
、
こ
の
分
類
方
法
を
参
考
に
し
て
表
の

官
符
を
見
て
み
る
と
、
当
該
期
の
官
符
も
上
申
文
書
を
引
用
す
る
も
の
と
、
し

な
い
も
の
と
に
分
け
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
上
申
文
書
を
引
用
す
る
官
符
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
一
例
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

正
文
と
し
て
残
る
表
1
3
の
官
符
を
引
用
す
る
。

　
　
太
政
官
符
南
禅
寺

　
　
　
応
停
止
国
司
・
守
護
使
入
部
井
官
使
・
検
非
違
使
・
院
宮
・
諸
司
及
神

　
　
　
人
・
甲
乙
人
等
乱
入
、
造
諸
社
以
下
大
小
国
役
、
関
東
・
鎮
西
早
打
役
、

　
　
　
当
寺
領
遠
江
国
初
倉
庄
内
江
富
郷
・
吉
永
郷
・
鮎
河
郷
・
藤
守
郷
、
同

　
　
　
国
新
所
郷
、
加
賀
国
得
橋
郷
、
同
郷
内
佐
野
村
・
佐
羅
村
・
今
村
・
府

　
　
　
南
社
神
主
職
井
得
南
・
益
延
・
長
恒
等
参
名
、
同
国
笠
間
東
保
、
但
馬

　
　
　
国
池
寺
庄
、
播
磨
国
矢
野
別
名
、
同
国
大
塩
庄
、
備
中
国
三
成
郷
事

　
　
右
、
得
当
寺
住
持
沙
門
疎
石
去
二
月
日
奏
状
称
、
当
寺
者
亀
山
法
皇
革
皇

　
　
居
成
仏
閣
、
励
叡
志
興
祖
宗
締
構
、
既
遭
尋
常
、
尊
崇
亦
無
等
匹
、
侃
被
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番
号

年
月
日

種
別

宛
所

上
申
又
欝
引
用

受
給
申
璽
善

申
請
者

受
給
者

発
給
形
態

上
卿

内
容

典
拠

1

元
弘
三
年
九
月
六
日

案
文

式
部
省

有

官
符

宇
佐
公
連

宇
佐
公
連

奉
勅

三
条
実
忠

大
宮
司
職
補
任

到
津
文
書

2

建
武
元
年
十
一
月
二
十
日

写

御
室
戸
寺

有

官
府
（
符
）
宜

御
室
戸
寺
衆
徒

御
室
戸
寺

奉
勅

三
条
実
忠

所
職
護
摩
料
所
認
定

壬
生
家
文
書

3

建
武
二
年
四
月
二
十
二
日

正
文

南
禅
寺

有

官
符

夢
窓
疎
石

南
禅
寺

奉
勅

洞
院
実
世

寺
領
不
輸
・
不
入
権
認
定

南
禅
寺
文
書

4

建
武
（
二
）
年
八
月
二
十
六
日

写

民
部
省

無

不
明

不
明

小
槻
匡
遠

奉
勅

三
条
公
明

所
領
給
与

壬
生
新
写
古
文
書

5

建
武
二
年
九
月
二
日

案
文

伊
勢
国

有

官
符

豊
受
太
神
宮
禰
宜

二
所
大
神
宮

奉
勅

洞
院
実
世

社
領
安
堵

伊
勢
二
所
皇
大
神
宮
御
鎮
座
伝
記
紙
背
文
書

6

建
武
二
年
十
月
四
日

写

加
賀
国

有

官
符

中
原
師
利

中
原
師
利

奉
勅

三
条
公
明

領
家
・
地
頭
職
安
堵

色
々
証
文

7

建
武
二
年
十
月
四
日

写

伊
予
国

無

不
明

不
明

河
野
通
盛

奉
勅

三
条
公
明

所
領
給
与

臼
杵
稲
葉
河
野
文
書

8

建
武
二
年
十
月
七
日

正
文

大
宰
府

有

官
符

中
宮
職

島
津
貞
久

奉
勅

洞
院
実
世

預
所
職
給
与

島
津
家
文
書

9

建
武
二
年
十
月
七
日

写

大
宰
府

無

不
明

不
明

山
代
亀
鶴
丸

奉
勅

洞
院
実
世

地
頭
職
安
堵

佐
賀
文
轡
纂
所
収
山
代
文
薔

10

建
武
二
年
十
一
月
十
五
日

案
文

陸
奥
国

無

不
明

不
明

結
城
宗
広

奉
勅

三
条
公
明

所
領
給
与

結
城
家
文
書

11

建
武
二
年
十
一
月
十
五
日

正
文

陸
奥
国

無

不
明

不
明

結
城
親
朝

奉
勅

三
条
公
明

所
領
給
与

結
城
神
社
所
蔵
文
書

降
天
沢
広
大
之
震
翰
、
永
令
備
寺
領
安
全
之
亀
鑑
、
今
又
賜
五
山
最
頂
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
洪
〕

論
旨
、
弥
奉
祈
万
歳
康
寧
之
供
基
者
也
、
望
請
殊
蒙
天
恩
、
当
寺
領
悉
任

勅
願
之
叡
志
、
為
三
宝
常
住
物
、
尽
未
来
際
無
改
転
、
為
寺
家
一
円
之
地
、

永
止
国
衙
之
綺
井
国
司
・
守
護
使
等
入
部
、
応
被
停
止
造
諸
社
以
下
官

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
宮
〕

使
・
検
非
違
使
・
院
官
・
諸
司
・
国
使
等
之
乱
入
、
大
小
臨
時
之
国
役
、

関
東
・
鎮
西
上
下
早
打
役
、
吉
備
津
宮
役
、
白
山
金
劔
宮
以
下
、
諸
寺
・

諸
社
神
人
・
甲
乙
人
等
乱
入
狼
籍
之
旨
、
被
成
下
官
符
、
備
寺
領
安
全
之

亀
鏡
、
全
寺
用
、
弥
欲
奉
祈
天
長
地
久
之
御
願
者
、

従
二
位
行
権
中
納
言
兼
春
宮
権
大
夫
左
衛
門
督
大
学
頭
藤
原
朝
臣
実
世
宣
、

　
　
奉
　
勅
依
請
者
、
寺
宜
承
知
、
依
宣
行
之
、
符
到
奉
行
、

　
　
従
四
位
上
行
左
少
弁
藤
原
朝
臣
（
花
押
）
　
修
理
東
大
寺
大
仏
長
官
正
四

　
　
位
下
行
左
大
史
小
槻
宿
禰
（
花
押
）

　
　
　
　
建
武
二
年
四
月
廿
二
日

こ
の
官
符
は
、
南
禅
寺
に
対
し
て
遠
江
国
初
倉
荘
内
江
富
郷
以
下
の
寺
領
の
不

輸
・
不
入
権
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
事
書
に
続
け
て
「
当
寺
住
持
沙
門
疎
石

去
二
月
日
奏
状
」
、
す
な
わ
ち
南
禅
寺
住
持
夢
窓
疎
石
の
奏
状
を
引
用
し
て
い

る
。
そ
の
趣
旨
は
、
南
禅
寺
の
由
緒
を
説
い
て
寺
領
の
不
輸
・
不
入
権
の
認
定

を
求
め
、
権
利
認
定
の
方
法
と
し
て
「
被
成
下
官
符
」
と
、
官
符
の
発
給
を
申
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請
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
官
符
の
内
容
の
発
議
主
体
は
申
請
者
夢

窓
疎
石
（
南
禅
寺
）
で
あ
り
、
権
利
認
定
に
官
符
を
用
い
、
こ
れ
を
受
給
す
る

こ
と
を
要
請
し
た
の
も
同
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
引
用
さ
れ
た
上
申
文
書
か
ら
分

か
る
。

　
こ
の
よ
う
な
上
申
文
書
を
引
用
す
る
官
符
は
、
表
l
l
・
2
・
3
・
5
・

6
・
8
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
引
用
す
る
上
申
文
書
中
に
は
、
表
1
2
の

も
の
が
「
官
府
（
符
）
宣
」
を
、
他
の
も
の
は
す
べ
て
「
官
符
」
を
受
給
す
る

こ
と
を
求
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
官
符
の
発
給
経
緯
は
、
権
利
付

与
・
認
定
の
申
請
者
が
受
給
文
書
と
し
て
官
符
を
選
択
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。

　
で
は
、
今
度
は
上
申
文
書
を
引
用
し
な
い
官
符
に
つ
い
て
見
て
み
る
。
｝
例

と
し
て
、
表
1
7
の
官
符
を
引
用
す
る
。

　
　
太
政
官
符
伊
予
国

　
　
　
応
令
左
衛
門
少
尉
越
智
通
盛
、
為
肥
前
国
神
崎
庄
内
荒
野
替
、
領
知
当

　
　
　
国
吉
原
郷
一
方
地
頭
領
知
分
事

　
　
右
、
正
二
位
行
中
納
言
兼
大
蔵
卿
左
京
大
夫
大
判
事
侍
従
藤
原
朝
臣
公
明

　
　
宣
、
奉
　
勅
、
宜
令
件
通
盛
領
知
者
、
国
宜
承
知
、
依
宣
行
之
、
符
到
奉

　
　
行
、

　
　
正
五
位
上
行
右
少
弁
藤
原
朝
臣
（
花
押
影
）
　
修
理
東
大
寺
大
仏
長
官
正

　
　
四
位
下
行
左
大
史
小
槻
宿
禰
（
花
押
影
）

　
　
　
　
建
武
二
年
十
月
四
日

こ
の
官
符
は
、
越
智
（
河
野
）
通
盛
に
所
領
肥
前
国
神
崎
庄
内
荒
野
に
替
え
て

伊
予
国
吉
原
郷
一
方
地
頭
領
知
分
を
給
与
し
た
も
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
官
符

と
は
異
な
り
、
上
申
文
書
を
引
用
せ
ず
、
発
給
に
至
っ
た
経
緯
も
述
べ
ら
れ
て

い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
上
申
文
書
を
引
用
し
な
い
官
符
は
、
表
1
4
の
も
の
に
始
ま
り
、

表
1
7
・
9
・
1
0
・
1
1
の
も
の
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
発
給
の
経
緯
が
記
さ
れ
て

い
な
い
。
上
申
文
書
を
引
用
し
な
い
官
符
が
、
権
利
付
与
・
認
定
を
受
け
る
側

（
文
書
の
受
給
者
、
宛
所
で
は
な
い
）
の
意
思
と
無
関
係
に
発
給
者
独
自
の
意

図
に
よ
り
発
給
さ
れ
た
も
の
と
は
言
え
ず
、
受
給
者
側
の
申
請
に
基
づ
き
な
が

ら
、
そ
の
経
緯
を
記
し
て
い
な
い
も
の
の
場
合
も
あ
る
。
右
の
官
符
は
所
領
給

与
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
表
1
9
の
よ
う
な
通
常
申
請
に
応
じ
て
行
わ
れ
る
安

堵
の
官
符
と
は
異
な
っ
て
、
申
請
に
基
づ
き
発
給
さ
れ
た
も
の
か
否
か
は
明
確

に
で
き
な
い
。
し
か
し
、
勲
功
の
賞
と
し
て
結
城
宗
広
に
所
領
を
給
与
し
た
表

1
1
0
の
官
符
と
、
同
じ
く
勲
功
の
賞
と
し
て
結
城
親
朝
に
所
領
を
給
与
し
た
表

1
H
の
官
符
は
、
い
ず
れ
も
事
前
に
陸
奥
国
宣
に
よ
っ
て
当
該
所
領
の
給
与
が

　
　
　
　
（
1
1
）

行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
上
で
さ
ら
に
政
権
に
よ
る
給
与
を
申
請
し
て
、
発
給
さ

れ
た
官
符
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
所
領
給
与
の
官
符
が
申
請

に
基
づ
か
ず
、
政
権
単
独
の
意
図
で
発
給
さ
れ
た
と
は
即
断
で
き
な
い
。
つ
ま

り
、
権
利
付
与
・
認
定
の
申
請
の
有
無
と
、
申
請
が
あ
っ
た
場
合
で
も
申
請
者

が
受
給
文
書
と
し
て
官
符
を
求
め
て
い
た
か
否
か
は
、
官
符
の
文
面
か
ら
は
明

ら
か
に
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
上
申
文
書
を
引
用
し
な
い
官
符
の
発
給
経
緯
は
ど
の
よ

う
に
し
て
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
上
申
文
書
を
引
用
し
な
い
官
符
に
は
、

上
申
文
書
を
引
用
す
る
官
符
と
形
式
面
以
外
に
も
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
受
給

者
や
内
容
に
お
い
て
両
種
の
官
符
に
は
差
異
が
あ
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の

こ
と
に
注
目
し
て
み
る
。

　
上
申
文
書
を
引
用
し
な
い
官
符
の
受
給
者
は
、
表
1
4
の
小
槻
氏
を
除
く
と
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す
べ
て
武
士
で
あ
る
。
通
常
、
権
利
付
与
・
認
定
の
申
請
者
と
文
書
の
受
給
者

は
同
一
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
申
請
者
も
武
士
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

そ
の
内
容
は
、
い
ず
れ
も
所
領
・
所
職
の
給
与
・
安
堵
で
あ
る
。
従
来
、
武
士

は
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
後
は
論
旨
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
権
利
の
付
与
・
認
定
を

受
け
て
き
て
お
り
、
雑
所
決
断
所
設
置
後
は
所
領
の
安
堵
に
つ
い
て
は
同
所
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

発
給
文
書
に
よ
っ
て
も
認
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
官
符
に
よ
っ
て
そ
れ
ら

が
行
わ
れ
た
事
例
は
確
認
さ
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
権
利
の
付
与
・

認
定
を
武
士
に
行
う
官
符
は
、
こ
の
時
期
特
有
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
上
申
文
書
を
引
用
す
る
官
符
の
申
請
者
は
寺
社
と
官
司
・
官
人
で
あ

る
。
一
見
、
武
士
と
思
わ
れ
る
表
1
8
の
島
津
氏
受
給
の
官
符
は
、
実
は
例
外

的
に
申
請
者
と
受
給
者
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
官
符
を
引
用
し
て
確
か
め
て

お
く
。

　
　
太
政
官
符
大
宰
府

　
　
　
応
令
貞
久
法
師
領
知
、
中
宮
職
領
管
大
隅
国
寄
郡
内
下
大
隈
郡
大
禰
寝

　
　
　
院
・
鹿
屋
院
・
串
良
院
・
小
原
別
符
・
西
俣
村
・
百
引
村
・
横
河
院
・

　
　
　
曽
小
川
村
く
地
頭
領
知
分
V
預
所
職
事

　
　
右
、
得
彼
職
去
月
廿
六
日
解
状
称
、
件
庄
庄
者
、
為
当
職
領
重
色
之
地
、

　
　
貞
久
法
師
致
知
行
、
所
勲
課
役
也
、
望
請
恩
裁
、
以
貞
久
法
師
、
為
件
庄

　
　
預
所
職
被
定
置
之
年
貢
、
無
解
怠
者
、
不
可
有
向
後
牢
籠
之
旨
、
将
被
下

　
　
官
符
、
弥
専
勲
役
者
、
従
二
位
行
権
中
納
言
兼
春
宮
権
大
夫
左
衛
門
督
大

　
　
学
頭
藤
原
朝
臣
実
世
宣
、
奉
　
勅
、
依
請
者
、
府
宜
承
知
、
依
宣
行
之
、

　
　
符
到
奉
行
、

　
　
修
理
左
宮
城
使
従
四
位
上
行
左
中
弁
兼
春
宮
亮
藤
原
朝
臣
（
花
押
）
　
修

　
　
理
東
大
寺
大
仏
長
官
正
四
位
下
行
左
大
史
小
槻
宿
禰
（
花
押
）

　
　
　
　
建
武
二
年
十
月
七
日

こ
の
官
符
は
、
貞
久
法
師
こ
と
島
津
貞
久
の
中
宮
職
領
大
隅
国
諸
地
預
所
職
補

任
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
解
状
が
引
用
さ
れ
、
そ
の
中
に
は
「
将
被
下
官

符
」
と
官
符
の
発
給
を
申
請
し
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
解
状
は

「
彼
職
去
月
廿
六
日
解
状
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
島
津
貞
久
で
は
な
く
中
宮
職

の
解
状
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
で
は
、
中
宮
職
に
は
誰
の
意
思
が
働
い

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
解
状
は
現
存
せ
ず
、
い
か
な
る
書
式
の
も
の
で

あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
現
存
す
る
中
宮
職
の
上
申
文
書
と
し
て
は
、
天

永
三
年
（
＝
一
二
）
四
月
の
も
の
が
あ
り
、
中
宮
職
領
摂
津
国
宿
久
御
園
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

田
畠
へ
の
押
妨
停
止
を
求
め
、
権
大
夫
藤
原
能
実
の
署
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

年
月
の
隔
た
り
も
あ
り
、
「
彼
職
去
月
廿
六
日
解
状
」
も
同
様
に
中
宮
職
の
上

級
職
員
で
あ
る
大
夫
が
署
名
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

中
宮
職
領
の
問
題
に
中
宮
職
の
上
級
職
員
が
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
と
も
考
え

が
た
く
、
そ
の
意
志
が
介
在
し
て
申
請
が
行
わ
れ
た
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
当
時
の
中
宮
は
、
後
伏
見
天
皇
の
娘
の
殉
子
内
親
王
（
後
の
新
室
町
院
）
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

元
弘
三
年
十
二
月
に
冊
立
さ
れ
て
い
る
。
中
宮
職
職
員
で
判
明
す
る
者
は
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

夫
堀
川
具
親
、
権
大
夫
今
出
川
実
サ
、
亮
葉
室
長
光
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
現
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

公
卿
で
あ
り
、
特
に
堀
川
旦
ハ
親
は
当
該
期
に
伝
奏
と
し
て
活
動
し
て
お
り
、
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

室
長
光
は
具
親
と
土
ハ
に
決
断
所
職
員
を
務
め
る
な
ど
、
政
権
中
枢
に
あ
っ
た
人

物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
官
符
の
申
請
者
は
武
士
で
は
な
く
、
官
司
、

よ
り
具
体
的
に
は
政
権
中
枢
の
朝
廷
公
家
・
官
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

よ
っ
て
、
上
申
文
書
を
引
用
す
る
官
符
の
申
請
者
は
、
す
べ
て
寺
社
と
官
司
・

官
人
（
公
家
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
上
申
文
書
を
引
用
す
る
官
符
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
所
領
・
所
職
安
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堵
な
ど
上
申
文
書
を
引
用
し
な
い
官
符
と
重
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
大
宮
司
職

補
任
（
表
ー
1
）
や
寺
領
の
不
輸
・
不
入
権
認
定
（
表
1
3
）
な
ど
も
含
ま
れ

て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
の
背
景
と
し
て
は
、
次
の
こ

と
を
指
摘
で
き
る
。
そ
も
そ
も
、
寺
社
・
官
人
は
伝
統
的
に
太
政
官
符
あ
る
い

は
太
政
官
牒
で
権
利
認
定
を
受
け
て
き
て
い
る
。
表
1
1
の
官
符
で
補
任
さ
れ

て
い
る
宇
佐
神
宮
大
宮
司
職
は
、
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
六
月
と
正
安
元
年

（一

�
繼
縺
j
十
月
に
も
、
申
請
を
経
た
上
で
官
符
に
よ
っ
て
補
任
さ
れ
て
お

堕
欝
後
期
に
あ
・
て
も
官
符
に
よ
・
て
補
任
さ
れ
る
の
が
慣
例
で
あ
・
た

よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
寺
領
の
不
輸
・
不
入
権
認
定
の
よ
う
な
課
税
免
除
に

つ
い
て
も
、
正
応
六
年
（
一
二
九
三
）
三
月
に
金
剛
峰
寺
が
、
す
で
に
給
旨
・

院
宣
・
国
司
庁
宣
で
認
定
さ
れ
て
い
た
上
で
、
さ
ら
に
申
請
を
行
っ
て
官
符
を

受
給
し
、
寺
領
へ
の
「
勅
事
・
院
事
・
伊
勢
太
神
宮
役
夫
工
・
造
内
裏
已
下
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
9
）

小
国
役
」
の
賦
課
の
停
止
を
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、

表
1
1
の
官
符
は
鎌
倉
期
か
ら
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
き
、
表
1
3
の
官
符
も

そ
の
趣
が
強
い
。
表
1
2
・
5
・
6
・
8
に
つ
い
て
も
、
官
符
を
申
請
し
て
権

利
認
定
を
受
け
た
と
い
う
点
で
は
、
寺
社
・
官
人
と
い
う
受
給
者
の
性
質
上
、

従
来
か
ら
あ
り
う
る
こ
と
と
し
て
、
理
解
し
や
す
い
。

　
以
上
、
上
申
文
書
を
引
用
す
る
官
符
と
引
用
し
な
い
そ
れ
と
を
対
比
し
て
み

れ
ば
、
上
申
文
書
を
引
用
し
な
い
官
符
は
特
異
な
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
の
よ

う
な
官
符
の
発
給
は
建
武
二
年
の
後
半
に
集
中
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
こ
そ
、
こ

の
時
期
特
有
の
官
符
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
そ
う
し
た
官
符
が
発
給
さ
れ
た
背
景
と
し
て
、
武
士
が
受
給
文

書
と
し
て
官
符
を
申
請
す
る
機
運
が
高
ま
っ
た
と
考
え
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は

政
権
の
意
図
に
よ
っ
て
官
符
が
用
い
ら
れ
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
か
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
綿
旨
の
権
威
低
下
を
悟
っ
た
武
士
が
論
旨
に
替
え
て
官

符
で
の
権
利
認
定
を
申
請
し
た
可
能
性
が
、
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
輪
旨
の
乱
発
を
椰
楡
し
、
そ
の
権
威
低
下
を
象
徴
す
る
有
名

な
一
節
「
此
比
都
ニ
ハ
ヤ
ル
物
　
夜
討
強
盗
謀
論
旨
」
の
一
節
を
持
つ
落
書
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

二
条
河
原
に
示
さ
れ
た
の
は
建
武
元
年
八
月
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
給
旨
の

実
効
性
の
低
下
を
示
す
事
実
と
し
て
論
旨
の
召
し
返
し
が
知
ら
れ
る
。
事
例
を

挙
げ
れ
ば
、
早
く
元
弘
三
年
八
月
に
尾
張
国
富
田
荘
に
関
す
る
編
旨
の
召
し
返

　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

し
が
行
わ
れ
て
い
る
。
建
武
元
年
に
な
っ
て
か
ら
も
、
四
月
に
信
濃
国
伴
野
荘

内
臼
田
原
郷
を
、
玉
井
為
直
と
庄
田
自
耀
に
与
え
た
二
月
の
輪
旨
を
召
し
返
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

玉
井
ら
に
替
地
を
給
与
し
た
上
で
大
徳
寺
に
返
付
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
七
月

に
は
播
磨
国
浦
上
荘
内
の
地
頭
職
を
、
長
井
貞
頼
に
与
え
た
論
旨
を
召
し
返
し

　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

て
、
大
徳
寺
に
返
付
し
、
八
月
に
は
伴
野
荘
内
高
柳
郷
を
、
継
義
な
る
人
物
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

与
え
た
先
の
輪
旨
を
召
し
返
し
て
、
大
徳
寺
に
返
付
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
皆
、
建
武
元
年
ま
で
の
こ
と
で
あ
り
、
同
年
の
時
点
で

す
で
に
論
旨
の
権
威
低
下
は
明
白
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
で
も
な
お
編

旨
は
発
給
さ
れ
て
い
る
。
太
政
官
符
を
受
給
し
た
南
禅
寺
に
し
て
も
、
官
符
を

受
給
し
た
建
武
二
年
四
月
を
挟
ん
だ
三
月
・
五
月
に
加
賀
国
得
橋
郷
内
の
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

領
・
所
職
を
繍
旨
で
給
与
さ
れ
て
お
り
、
建
武
二
年
に
一
貫
し
て
あ
ら
ゆ
る
案

件
に
官
符
を
求
め
、
受
給
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
同
じ
く
建
武
二
年
十
一

月
に
官
符
を
受
給
し
た
結
城
宗
広
に
つ
い
て
も
、
同
年
七
月
に
は
陸
奥
国
宇
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

荘
を
論
旨
で
給
与
さ
れ
て
い
る
。
先
に
、
宗
広
が
表
1
1
0
の
官
符
に
先
立
っ
て

陸
奥
国
宣
で
当
該
所
領
の
給
与
を
受
け
て
い
た
こ
と
に
触
れ
、
国
宣
に
加
え
て

さ
ら
に
政
権
に
所
領
給
与
の
申
請
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
た
が
、
宇

多
荘
の
給
与
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
行
っ
た
官
符
は
確
認
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
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と
は
、
文
書
の
残
存
状
況
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
宗
広
が
国
宣
で
の
権
利

付
与
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
政
権
の
そ
れ
を
求
め
た
が
、
給
旨
で
権
利
が
付
与
さ

れ
た
以
上
は
さ
ら
な
る
権
利
付
与
を
求
め
な
か
っ
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
以

上
の
こ
と
か
ら
、
建
武
二
年
の
後
半
に
至
っ
て
、
突
然
太
政
官
符
を
求
め
る
動

向
が
広
が
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
と
言
え
る
。

　
ま
た
、
論
旨
の
よ
う
な
奉
書
に
替
え
て
太
政
官
系
統
文
書
の
受
給
を
希
望
す

る
の
な
ら
ば
、
そ
の
対
象
に
は
当
然
、
太
政
官
符
以
外
に
弁
官
下
文
な
ど
が
入

る
。
実
際
、
建
武
元
年
八
月
に
大
徳
寺
は
、
寺
領
の
不
輸
認
定
を
申
請
し
て
左

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

弁
官
下
文
を
受
給
し
て
お
り
、
建
武
二
年
に
至
っ
て
も
二
月
に
祇
園
社
が
、
す

で
に
編
旨
で
給
与
さ
れ
た
越
中
国
堀
江
荘
等
の
地
頭
職
を
祈
疇
料
所
と
し
て
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

定
す
る
「
宣
旨
」
を
申
請
し
て
左
弁
官
下
文
を
受
給
し
た
事
例
が
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
武
士
が
受
給
し
た
太
政
官
系
統
文
書
は
太
政
官
符
の
み
で
あ
り
、
武
士

が
受
給
文
書
と
し
て
官
符
の
み
を
申
請
し
た
と
い
う
の
は
不
自
然
に
思
え
る
。

　
さ
ら
に
、
官
符
の
発
給
さ
れ
た
時
期
に
注
目
す
れ
ば
、
武
士
が
受
給
し
た
も

の
は
建
武
二
年
十
月
以
降
に
集
中
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
地
理
的
、
階
層
的

範
囲
に
つ
い
て
は
、
宛
所
が
北
は
陸
奥
国
、
南
は
大
宰
府
で
あ
り
、
受
給
者
の

武
士
は
陸
奥
か
ら
大
隅
ま
で
の
大
小
豪
族
か
ら
松
浦
党
山
代
氏
な
ど
の
小
武
士

ま
で
と
全
国
的
・
広
階
層
的
な
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
。
建
武
二
年
後
半
期
に

集
中
し
て
広
範
囲
に
論
旨
に
替
え
て
官
符
を
求
め
る
動
向
が
存
在
し
た
と
考
え

る
の
は
、
や
は
り
不
自
然
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
以
上
よ
り
、
建
武
二
年
後
半
に
武
士
が
受
給
し
た
太
政
官
符
は
、
武
士
が
権

利
付
与
・
認
定
文
書
と
し
て
官
符
を
発
給
す
る
よ
う
申
請
し
た
産
物
で
は
な
く
、

政
権
側
が
意
図
的
に
用
い
た
も
の
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
武
士
が
受
給
し

た
官
符
に
、
い
ず
れ
も
上
申
文
書
が
引
用
さ
れ
な
い
の
は
、
そ
の
表
れ
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
上
申
文
書
を
引
用
す
る
官
符
を
見
れ
ば
、
す
べ
て
上
申
文
書
中

で
官
符
（
表
1
2
の
み
「
官
府
（
符
）
宣
」
）
の
受
給
を
申
請
し
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
す
べ
て
の
上
申
文
書
が
常
に
受
給
文
書
を
特
定
し
て
い
る
と
は

限
ら
な
い
。
武
士
の
受
給
し
た
上
申
文
書
を
引
用
し
な
い
官
符
は
、
申
請
に
基

づ
か
ず
上
申
文
書
が
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
申
請
に

際
し
て
受
給
文
書
と
し
て
官
符
を
特
定
し
な
か
っ
た
た
め
に
上
申
文
書
が
引
用

さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
太
政
官
符
を
発
給
し
よ
う
と
す
る
政
権
の
動
向
は
、
政
権
末
期
ま

で
理
念
と
し
て
維
持
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
建
武
二
年
末
に
足
利
尊
氏

が
離
反
し
、
政
局
は
動
揺
し
た
。
そ
の
さ
な
か
に
出
さ
れ
た
次
の
総
旨
は
注
目

に
値
す
る
。

　
　
美
作
国
田
邑
地
頭
職
〈
尊
氏
跡
〉
、
所
被
寄
附
当
山
新
宮
也
、
為
御
祈
禧

　
　
料
所
、
可
令
知
行
、
官
符
未
到
之
間
、
且
可
存
知
之
由
、
可
有
御
下
知
神

　
　
官
等
之
旨
、
天
気
所
候
也
、
侃
言
上
如
件
、
範
国
誠
恐
頓
首
謹
言
、

　
　
　
　
建
武
二
年
十
二
月
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
右
少
弁
（
花
押
）
奉

　
　
　
　
「
熊
野
山
検
校
僧
正
御
房
政
所
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
熊
野
早
玉
神
社
文
書
」
）

こ
の
年
の
十
一
月
二
十
六
日
、
足
利
尊
氏
は
謀
反
人
と
し
て
官
位
を
削
ら
れ
て

（
3
0
）

い
る
。
こ
の
文
書
は
謀
反
人
と
な
っ
た
尊
氏
の
所
職
の
没
収
を
示
す
初
見
史
料

で
、
旧
尊
氏
所
領
を
祈
濤
料
所
と
し
て
熊
野
新
宮
社
に
給
与
し
た
も
の
で
あ
る
。

注
目
す
べ
き
点
は
「
官
符
未
到
之
間
」
と
後
に
同
案
件
で
太
政
官
符
を
出
す
意

志
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
尊
氏
の
離
反
か
ら
の
日
数
な
ど
か
ら
見
て
、
こ
れ
以
前
に
所
領
給
与
が
別
の

形
で
行
わ
れ
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
編
旨
は
申
請
に
基
づ
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か
な
い
政
権
単
独
の
意
思
で
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
論
旨

に
「
官
符
未
到
之
間
」
と
明
記
し
た
の
は
、
政
権
側
が
官
符
の
発
給
に
固
執
し

て
い
た
表
れ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
流
動
的
な
政
治
情
勢
の
中
に
あ
っ
て
迅
速
に

こ
と
を
運
ぶ
必
要
性
か
ら
、
官
符
の
代
替
物
と
し
て
こ
の
よ
う
な
倫
旨
で
所
領

給
与
を
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
翌
建
武
三
年
（
＝
二
三
六
）
二
月
六
日
に
結
城
宗
広
に
所
領
の
替
地
を
給
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

し
た
輪
旨
で
も
、
「
官
符
未
到
之
間
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
二
月
は
、
尊
氏
と

政
権
の
争
乱
が
激
化
し
て
正
月
十
五
日
に
一
旦
近
江
に
逃
れ
て
い
た
後
醍
醐
天

皇
が
京
都
へ
帰
還
し
た
直
後
で
あ
る
。
こ
の
事
例
も
、
政
権
末
期
の
混
乱
期
に

至
っ
て
余
裕
が
な
い
も
の
の
、
な
お
太
政
官
符
発
給
に
固
執
す
る
政
権
の
姿
を

窺
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
よ
り
、
建
武
政
権
下
の
太
政
官
符
は
、
当
初
は
寺
社
・
官
人
の
申
請
に

応
じ
て
出
さ
れ
て
い
た
が
、
建
武
二
年
後
半
で
は
、
政
権
側
の
意
図
に
よ
っ
て

武
士
に
ま
で
発
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

2
　
天
皇
と
議
政
官

　
建
武
二
年
後
半
に
政
権
側
の
意
図
で
太
政
官
符
が
発
給
さ
れ
た
の
な
ら
ば
、

政
権
の
意
図
は
天
皇
、
議
政
官
い
ず
れ
の
意
向
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の

か
。
以
下
、
検
討
を
行
う
。

　
太
政
官
符
に
は
、
発
給
に
際
し
て
天
皇
の
意
思
が
介
在
す
る
「
奉
勅
」
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

の
と
、
議
政
官
単
独
の
意
思
で
出
さ
れ
る
「
上
宣
」
の
も
の
と
が
あ
る
が
、
表

の
官
符
を
見
る
と
、
す
べ
て
「
奉
勅
」
の
も
の
で
あ
り
、
後
醍
醐
天
皇
の
意
思

が
介
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
形
式
の
み

か
ら
、
議
政
官
に
対
す
る
天
皇
の
意
思
の
優
越
を
読
み
取
る
こ
と
は
必
ず
し
も

妥
当
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
官
符
発
給
の
意
図
が
天
皇
、
議
政
官
の
い
ず
れ
に

あ
っ
た
の
か
を
、
発
給
の
責
任
者
で
あ
る
上
卿
を
務
め
た
議
政
官
の
検
討
に
よ

り
考
え
る
。
上
卿
を
務
め
た
の
は
三
条
実
忠
、
洞
院
実
世
、
三
条
（
九
条
）
公

明
の
三
者
で
あ
る
が
、
実
忠
は
建
武
二
年
以
前
の
官
符
で
上
卿
を
務
め
た
も
の

の
、
そ
の
後
は
す
べ
て
後
二
者
が
務
め
て
い
る
の
で
、
後
二
者
に
つ
い
て
そ
の

経
歴
を
見
て
み
よ
う
。

　
洞
院
実
世
は
、
正
和
二
年
（
＝
二
＝
二
）
九
月
に
叙
爵
、
文
保
二
年
（
＝
二

一
八
）
正
月
に
元
服
を
遂
げ
、
嘉
暦
二
年
（
一
三
二
七
）
七
月
に
後
醍
醐
天
皇

蔵
人
と
な
り
、
同
年
十
一
月
に
権
左
中
弁
、
翌
三
年
（
一
三
二
八
）
十
一
月
に

は
早
く
も
参
議
と
な
り
、
元
徳
二
年
（
＝
二
一
二
〇
）
三
月
に
権
中
納
言
に
至
っ

　
（
3
3
）

て
い
る
。
後
醍
醐
天
皇
の
治
世
下
に
非
常
に
早
い
昇
進
を
遂
げ
て
い
る
と
言
え

よ
う
。
そ
し
て
、
元
弘
の
変
時
に
は
、
倒
幕
に
関
与
し
た
こ
と
に
よ
り
武
家
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

り
出
頭
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
建
武
政
権
下
に
お
い
て
は
、
伝
奏
、
雑
訴
決
断

　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

所
職
員
な
ど
を
兼
ね
、
後
醍
醐
の
側
近
に
し
て
、
政
権
で
の
活
躍
が
顕
著
な
廷

臣
で
あ
る
。
政
権
崩
壊
後
も
延
文
三
（
正
平
十
三
）
年
（
一
三
五
八
）
八
月
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

没
す
る
ま
で
、
南
朝
の
柱
石
で
あ
っ
た
。

　
三
条
公
明
は
、
弘
安
九
年
（
一
二
八
六
）
正
月
に
叙
爵
後
、
徐
々
に
昇
進
を

遂
げ
、
後
二
条
天
皇
下
の
徳
治
三
年
（
一
三
〇
八
）
二
月
に
蔵
人
頭
、
後
醍
醐

天
皇
即
位
後
の
文
保
二
年
八
月
に
も
蔵
人
頭
と
な
り
、
文
保
三
年
（
＝
二
一

九
）
三
月
に
参
議
、
元
亨
四
・
正
中
元
年
（
一
三
二
四
）
に
権
中
納
言
に
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

た
と
思
わ
れ
、
元
徳
二
年
二
月
に
中
納
言
と
な
る
な
ど
、
後
醍
醐
前
期
親
政
下

に
著
し
い
昇
進
を
遂
げ
て
い
る
。
ま
た
、
元
亨
・
嘉
暦
期
に
は
当
時
の
政
務
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

中
枢
機
構
で
あ
っ
た
記
録
所
の
上
卿
を
務
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
元
弘
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

変
時
に
は
、
実
世
同
様
に
武
家
に
出
頭
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
建
武
政
権
下
に
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（
4
0
）

お
い
て
は
、
伝
奏
、
雑
訴
決
断
所
職
員
な
ど
を
兼
ね
、
後
醍
醐
の
側
近
と
し
て

政
権
で
の
活
躍
が
顕
著
な
こ
と
も
実
世
と
同
じ
で
あ
る
。
延
元
元
年
（
＝
二
一
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

六
）
五
月
に
は
権
大
納
言
に
至
っ
た
が
、
同
年
九
月
に
没
し
た
。

　
両
者
の
以
上
の
よ
う
な
経
歴
を
見
れ
ば
、
い
ず
れ
も
後
醍
醐
の
股
肱
の
側
近

で
、
政
権
の
中
心
人
物
と
言
う
に
ふ
さ
わ
し
い
。
佐
藤
氏
は
、
太
政
官
符
の
復

活
は
議
政
組
織
の
解
体
と
い
う
新
政
の
企
図
の
あ
え
な
き
挫
折
を
暗
示
す
る
と

し
て
、
新
政
は
内
か
ら
綻
び
は
じ
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
太
政
官
政
治
の
執
行
を
行
お
う
と
す
る
議
政
官
と
、
こ
れ
を
解

体
し
よ
う
と
す
る
後
醍
醐
天
皇
と
の
方
針
の
違
い
を
見
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
、
官
符
発
給
の
上
卿
を
務
め
た
実
世
と
公
明
は
終
始
後
醍
醐
の

側
近
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
、
両
者
に
後
醍
醐
と
拮
抗
関
係
に
あ
っ
た
議
政
官
と

い
う
側
面
は
見
出
し
が
た
い
。
ま
た
、
仮
に
当
該
官
符
発
給
が
後
醍
醐
の
意
に

沿
わ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
契
機
に
実
世
お
よ
び
公
明
と
後
醍
醐
が
対

立
に
転
じ
て
い
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
が
、
そ
の
よ
う
な
事
実
は
見
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
議
政
官
の
地
位
低
下
は
古
代
に
お
い
て
、
す
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

顕
著
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
観
点
か
ら
も
当
時
の
政
局
は

天
皇
の
も
と
で
動
か
さ
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
人
に
官
符

の
上
卿
が
集
中
す
る
事
実
は
、
二
人
が
天
皇
の
側
近
と
し
て
そ
の
意
思
を
受
け

て
活
動
し
て
い
た
徴
証
と
見
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
。
官
符
発
給
の
発
意
は

議
政
官
側
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
後
醍
醐
天
皇
の
側
に
あ
っ
た
と
見
る
べ
き

で
あ
る
。

　
建
武
政
権
の
太
政
官
符
発
給
は
元
弘
三
年
か
ら
建
武
二
年
ま
で
確
認
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
の
数
が
集
中
す
る
の
は
建
武
二
年
後
半
の
八
月
以
降
で
あ
り
、
と

く
に
十
月
以
降
に
は
武
士
へ
の
権
利
付
与
・
認
定
を
行
っ
た
も
の
が
複
数
発
給

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
官
符
は
当
該
時
期
特
有
の
も
の
で
あ
り
、
後
醍
醐

天
皇
の
意
図
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
　
太
政
官
符
発
給
の
背
景
と
意
義

　
建
武
二
年
後
半
に
太
政
官
符
が
多
数
発
給
さ
れ
、
特
に
武
士
の
権
利
を
付

与
・
認
定
す
る
官
符
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
政
権
の
意
図
的
な

動
向
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
当
該
時
期
の
政
権
の
動
向
に
目

を
向
け
、
そ
の
よ
う
な
官
符
発
給
の
背
景
と
意
義
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
建
武
政
権
の
政
治
動
向
に
つ
い
て
は
、
現
在
二
つ
の
見
解
が
あ
る
。
一
つ
は
、

佐
藤
進
一
氏
以
来
の
見
解
で
あ
る
。
建
武
政
権
は
編
旨
万
能
主
義
と
太
政
官
政

治
の
否
定
と
い
う
理
念
の
も
と
に
出
発
し
た
天
皇
専
制
体
制
で
あ
っ
た
が
、
や

が
て
雑
訴
決
断
所
の
設
置
な
ど
の
妥
協
を
重
ね
挫
折
す
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

も
う
｝
つ
は
、
伊
藤
喜
良
氏
の
見
解
で
、
佐
藤
氏
の
見
解
を
批
判
し
、
当
初
の

論
旨
に
よ
る
政
務
体
制
が
、
雑
訴
決
断
所
設
置
な
ど
の
権
力
機
構
の
整
備
へ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

展
開
し
て
い
く
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
二
説
の
要
点
は
、
建
武
政
権
の
本
質
を

当
初
の
姿
に
求
め
、
こ
れ
が
後
退
し
て
い
く
の
か
、
逆
に
臨
時
の
行
政
手
法
か

ら
順
次
、
政
権
と
し
て
の
内
実
を
充
実
さ
せ
て
い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
の
成
果
と
論
点
を
踏
ま
え
て
、
以
下
、
考
え
て

い
く
。

1
　
政
権
発
給
文
書
中
の
太
政
官
符

当
該
時
期
の
太
政
官
符
は
、
い
ず
れ
も
政
権
外
部
の
権
利
付
与
・
認
定
を
行

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
様
の
機
能
は
他
の
様
式
の
文
書
で
も
果
た
さ
れ
て
お
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り
、
太
政
官
符
と
こ
れ
ら
と
の
関
係
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

政
権
が
外
部
に
意
志
を
表
明
し
、
外
部
の
権
利
付
与
・
認
定
を
行
っ
た
文
書
を

政
権
発
給
文
書
と
し
、
そ
の
中
で
の
太
政
官
符
の
位
置
を
考
え
て
み
た
い
。
政

権
発
給
文
書
は
、
太
政
官
符
・
弁
官
下
文
の
よ
う
な
太
政
官
系
統
文
書
と
、
給

旨
の
よ
う
な
天
皇
個
人
の
意
志
を
奉
者
が
伝
達
す
る
奉
書
、
お
よ
び
諸
官
衙
の

も
の
に
大
別
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
、
官
符
同
様
に
政
権
中
枢
か
ら
出
さ
れ
た

文
書
と
官
符
の
関
係
を
考
え
る
。

　
政
権
の
発
給
し
た
太
政
官
系
統
の
文
書
に
は
、
口
宣
・
弁
官
下
文
が
知
ら
れ

る
。　

口
宣
は
、
蔵
人
が
天
皇
の
意
思
を
上
卿
に
伝
達
し
て
太
政
官
符
・
弁
官
下

文
・
宣
旨
の
作
成
を
指
示
す
る
際
の
手
控
え
に
起
源
を
持
つ
が
、
外
部
に
発
給

さ
れ
て
政
権
の
意
志
を
示
す
場
合
も
あ
る
。
建
武
政
権
の
口
宣
と
し
て
五
通
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
V

管
見
に
及
ん
だ
。
そ
の
う
ち
の
一
通
は
元
弘
三
年
六
月
十
五
日
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
給
旨
に
基
づ
か
な
い
所
領
へ
の
濫
妨
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
り
、
政
権
の

輪
旨
万
能
主
義
と
所
領
政
策
を
示
す
も
の
と
し
て
有
名
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

と
も
う
一
つ
同
様
な
も
の
と
し
て
、
当
知
行
地
の
知
行
を
認
め
た
同
年
七
月
の

　
　
　
（
4
5
）

左
弁
官
下
文
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
政
権
の
所
領
政
策
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
6
）

注
目
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
案
件
を
等
し
く
し
な
が
ら
、
異

な
る
様
式
で
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
口
宣
は
本
来
的
に
は
太
政
官
符
や
弁

官
下
文
の
作
成
の
過
程
で
生
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
政
権
の
意

思
は
、
六
月
に
は
略
式
の
口
宣
で
、
七
月
に
は
よ
り
正
式
な
形
の
弁
官
下
文
で

示
さ
れ
た
と
見
な
せ
る
。

　
こ
の
様
式
の
相
違
の
背
景
に
は
、
当
時
の
政
治
状
況
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
弁
官
下
文
な
ど
で
示
さ
れ
る
べ
き
案
件
が
口
宣
に
よ
っ
て
外
部
に
示
さ
れ

た
事
例
と
し
て
は
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
口
宣
が
あ
る
。
文
治
五
年
（
一
一
八

九
）
九
月
、
奥
州
合
戦
に
際
し
て
源
頼
朝
に
藤
原
泰
衡
追
討
を
命
じ
る
口
宣
が

　
　
　
　
　
　
〔
4
7
V

交
付
さ
れ
て
い
る
が
、
富
田
正
弘
氏
は
こ
れ
を
迅
速
な
命
令
伝
達
を
必
要
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

た
臨
時
的
措
置
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
口
宣
と
元
弘
三
年
六
月
の
口

宣
は
同
様
に
見
な
せ
る
。
倒
幕
成
功
後
、
後
醍
醐
天
皇
が
京
都
の
二
条
富
小
路

殿
に
帰
還
し
た
の
は
元
弘
三
年
六
月
五
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
所
領
政
策
が
急

務
で
あ
っ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
、
そ
の
迅
速
な
対
応
を
迫
ら
れ
な
が
ら
も
、

帰
還
直
後
で
十
分
な
政
務
体
制
が
整
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

緊
急
的
措
置
と
し
て
口
宣
を
用
い
て
政
権
の
意
思
が
外
部
に
示
さ
れ
た
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
＞

ら
れ
る
。
こ
の
後
、
同
月
二
十
日
に
は
政
始
が
行
わ
れ
、
よ
う
や
く
政
務
体
制

が
整
え
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
、
次
な
る
所
領
政
策
は
七
月
に
左

弁
官
下
文
で
示
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

　
残
り
四
通
の
口
宣
は
、
建
武
元
年
九
月
に
衣
服
の
過
差
を
禁
じ
た
も
の
二
通

と
建
武
二
年
八
月
に
謀
反
の
罪
で
捕
え
ら
れ
た
西
園
寺
公
宗
ら
を
流
罪
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
V

際
に
作
成
さ
れ
た
も
の
二
通
で
あ
る
。
前
者
は
朝
廷
公
家
・
官
人
ら
を
対
象
と

し
、
後
者
は
公
宗
ら
の
罪
名
の
勘
申
を
明
法
博
士
に
命
じ
た
も
の
で
、
そ
の
伝

達
過
程
で
写
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
政
権
内
部
の
命
令
伝
達
上
で
作
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
政
権
発
給
文
書
と
は
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
政
権
発
給
文
書
と
し
て
の
口
宣
は
元
弘
三
年
六
月
の
も
の
の
み
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。
な
お
、
公
宗
ら
へ
の
流
人
宣
下
は
、
結
政
請
印
が
行
わ
れ
、
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

政
官
符
の
発
給
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
さ
て
、
元
弘
三
年
六
月
の
口
宣
以
後
は
、
政
権
発
給
文
書
と
し
て
の
口
宣
は

見
え
ず
、
一
方
で
弁
官
下
文
が
発
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
元
弘
三
年

七
月
の
も
の
に
始
ま
り
、
建
武
元
年
の
四
通
、
建
武
二
年
の
三
通
が
確
認
さ
れ
、
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建
武
二
年
六
月
を
最
後
に
見
ら
れ
な
く
な
る
。
数
量
的
に
見
れ
ば
、
建
武
元
年

に
多
く
、
太
政
官
符
が
建
武
二
年
六
月
以
前
で
は
三
通
に
留
ま
り
、
建
武
二
年

後
半
に
多
数
見
ら
れ
る
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。
案
件
を
見
る
と
、
一
方
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
3
）

隼
人
の
召
還
を
摂
津
・
丹
波
に
命
じ
た
も
の
、
感
心
院
社
の
神
殿
造
替
の
日
時

　
　
　
　
（
5
4
）

を
定
め
た
も
の
な
ど
、
政
権
内
部
で
の
命
令
伝
達
や
儀
礼
的
な
宣
下
の
も
の
が

あ
る
が
、
他
方
に
は
諸
国
荘
園
の
検
注
の
停
止
な
ど
の
よ
う
な
政
策
を
示
し
た

　
（
5
5
）

も
の
や
、
外
部
の
権
利
認
定
を
し
た
も
の
と
し
て
、
豊
前
大
楽
寺
の
勅
願
寺
の

（
5
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

認
定
、
大
徳
寺
領
の
不
輸
認
定
、
祇
園
社
領
の
地
頭
職
を
祈
疇
料
所
化
し
た
も

（
5
8
）

の
な
ど
、
官
符
と
案
件
を
同
じ
く
す
る
も
の
も
あ
り
、
官
符
と
の
使
い
分
け
は

明
確
で
な
い
。
こ
の
よ
う
に
機
能
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
な
が
ら
、
全
体
と
し

て
弁
官
下
文
が
減
少
し
、
官
符
が
発
給
数
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
は
、
政
権
発
給

文
書
に
お
け
る
太
政
官
系
統
文
書
の
中
で
、
太
政
官
符
が
比
重
を
向
上
さ
せ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
以
上
の
政
権
発
給
文
書
と
し
て
の
太
政
官
系
統
文
書
は
、
口
宣
－
弁
官
下
文

－
太
政
官
符
と
変
化
し
て
い
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
発
給
文
書
の
よ
り
正
式
な
も

の
へ
の
移
行
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
文
書
発
給
手
続
き
の
正
統

な
姿
へ
の
復
帰
で
あ
る
。

　
次
に
、
論
旨
と
太
政
官
符
の
関
係
を
見
て
み
る
。
総
旨
は
権
利
の
付
与
・
認

定
か
ら
簡
易
な
伝
達
ま
で
、
多
様
な
案
件
に
用
い
ら
れ
る
が
、
建
武
政
権
下
の

編
旨
の
特
徴
が
所
領
の
権
利
付
与
・
認
定
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

建
武
政
権
の
所
領
政
策
文
書
と
し
て
は
論
旨
が
も
っ
と
も
多
い
。
し
か
し
、
建

武
政
権
は
成
立
当
初
、
大
量
の
論
旨
で
所
領
・
所
職
の
給
与
・
安
堵
を
行
い
な

が
ら
、
元
弘
三
年
末
頃
の
雑
訴
決
断
所
設
置
後
は
、
安
堵
や
相
論
の
裁
許
は
段

階
的
に
決
断
所
牒
に
よ
る
執
行
に
移
り
、
そ
れ
を
行
う
編
旨
は
発
給
数
を
減
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

す
こ
と
が
解
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
輪
旨
の
大
量
発
給
の
抑
制
と
決
断
所
牒
に

よ
る
一
部
代
替
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
氏
の
よ
う
に
編
旨
万
能
主
義
の
後
退
と
す

　
（
6
0
）

る
見
方
が
あ
る
一
方
で
、
後
醍
醐
が
伝
奏
を
通
じ
て
決
断
所
を
掌
握
し
、
間
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

的
に
独
裁
制
を
維
持
し
た
と
の
森
氏
の
指
摘
や
、
決
断
所
の
よ
う
な
権
力
機
構

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
政
権
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
伊
藤
氏

　
　
　
　
（
6
2
）

の
見
解
も
あ
る
。

　
先
に
見
た
口
宣
・
弁
官
下
文
か
ら
太
政
官
符
へ
の
移
行
と
い
う
現
象
と
対
比

し
て
み
る
と
、
安
堵
や
相
論
の
裁
許
が
編
旨
か
ら
雑
訴
決
断
所
牒
で
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
る
変
化
は
、
所
領
政
策
と
そ
の
発
給
文
書
の
整
備
と
見
な
せ
よ
う
。

そ
し
て
、
建
武
二
年
後
半
に
は
太
政
官
符
が
所
領
の
給
与
や
安
堵
を
行
う
よ
う

に
な
る
。
こ
の
武
士
の
権
利
を
付
与
・
認
定
す
る
官
符
が
こ
の
時
期
特
有
の
も

の
で
あ
る
こ
と
は
述
べ
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
官
符
が
出
現
し
て
き
た
こ
と

も
、
政
務
処
理
方
式
の
整
備
と
い
う
文
脈
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
所
領
事
項
を
扱
う
論
旨
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
だ
が
、
政
権
発
給
文
書
に
お
け
る
太
政
官
符
の
比
重
は
、
所
領
の
権
利
付

与
・
認
定
の
よ
う
な
一
般
政
務
に
お
け
る
編
旨
と
の
関
係
上
で
も
高
ま
っ
て
い

た
と
言
え
よ
う
。

　
以
上
よ
り
、
政
権
発
給
文
書
に
は
変
遷
が
あ
り
、
そ
の
中
で
太
政
官
符
が
そ

の
比
重
を
向
上
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
発
給
文
書
の
簡

略
な
も
の
か
ら
形
式
を
重
視
す
る
正
式
な
も
の
へ
と
い
う
、
政
権
の
発
給
文
書

整
理
の
一
環
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

2
　
大
内
裏
造
営
計
画
と
の
関
係

　
次
に
、
当
該
時
期
の
建
武
政
権
の
政
策
と
の
関
連
に
つ
い
て
注
目
す
る
。

注
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目
す
る
政
策
は
、
大
内
裏
造
営
計
画
と
貨
幣
造
幣
・
課
税
等
の
経
済
政
策
で
あ

る
。
大
内
裏
は
嘉
禄
三
年
（
一
二
二
七
）
に
焼
亡
し
て
以
来
再
建
さ
れ
な
か
っ

た
が
、
建
武
政
権
下
に
再
建
計
画
が
持
ち
上
が
る
。
こ
れ
と
各
種
経
済
政
策
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

同
時
期
に
出
て
お
り
、
両
者
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
そ
の
過

程
を
整
理
し
て
み
る
。

　
　
元
弘
四
・
建
武
元
年

正
月

三
月
十
七
日

三
月
二
十
八
日

八
月
十
日

十
月

大
内
裏
造
営
の
議
あ
り
、
安
芸
・
周
防
を
料
国
と
し
、

地
頭
御
家
人
所
領
に
得
分
二
十
分
の
一
を
課
税
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
紙
幣
を
作
る
こ
と
と
す
る
。

諸
国
荘
園
の
検
注
を
民
庶
疲
労
に
よ
り
今
年
・
明
年

　
　
（
6
5
）

停
止
す
る
。

貨
幣
造
幣
の
沙
汰
あ
り
。
同
月
、
「
乾
坤
通
宝
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
V

鋳
造
し
、
紙
幣
と
併
用
す
る
こ
と
と
す
る
詔
出
る
。

　
　
　
　
（
6
7
）

鋳
銭
長
官
補
任
。

雑
訴
決
断
所
、
諸
国
荘
園
郷
保
地
頭
以
下
所
領
に
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
V

分
二
十
分
の
一
の
御
倉
進
納
を
命
じ
る
。

　
　
建
武
二
年

　
　
　
四
月
二
十
八
日
　
陰
陽
寮
、
内
裏
造
営
の
始
入
杣
採
材
木
・
始
木
作
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
造
宮
行
事
所
始
の
日
時
を
勘
申
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

　
　
　
六
月
十
五
日
　
　
大
内
裏
造
営
行
事
所
始
あ
り
。

　
大
内
裏
造
営
自
体
は
建
武
元
年
正
月
に
議
が
あ
っ
た
も
の
の
、
翌
二
年
六
月

に
行
事
所
始
が
行
わ
れ
た
よ
う
に
、
発
議
か
ら
一
年
半
あ
ま
り
経
っ
て
旦
ハ
体
的

な
活
動
に
移
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
、
進
捗
状
況
は
芳
し
く
な
い
よ
う
に
も
見

え
る
。
し
か
し
、
造
営
の
議
と
同
時
に
沙
汰
が
あ
っ
た
課
税
計
画
や
貨
幣
造
幣

計
画
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
一
方
で
は
建
武
元
年
三
月
に
検
注
を
延
期
し
て

は
い
る
も
の
の
、
十
月
に
課
税
が
実
施
さ
れ
、
他
方
で
は
、
建
武
元
年
三
月
と

八
月
に
貨
幣
造
幣
計
画
が
進
展
す
る
な
ど
、
国
家
財
政
の
再
編
成
と
も
言
わ
れ

る
諸
動
向
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
大
内
裏
造
営
に
伴
い
内
裏
の
造
営
が
進
行

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
造
営
の
た
め
の
経
済
基
盤
の
確
保
お
よ
び

財
政
政
策
や
内
裏
造
営
と
の
関
係
を
考
え
れ
ば
、
大
内
裏
造
営
計
画
は
関
連
す

る
施
策
の
実
施
の
上
で
、
建
武
二
年
六
月
に
行
事
所
始
に
漕
ぎ
着
け
た
も
の
と

見
な
せ
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
大
内
裏
造
営
計
画
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
時
間
的
な
面
か
ら
太

政
官
符
の
増
加
と
の
関
係
性
を
指
摘
で
き
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
建
武
二
年
後

半
に
官
符
が
多
数
発
給
さ
れ
た
。
そ
れ
は
八
月
以
降
に
盛
ん
に
な
り
、
十
月
か

ら
は
武
士
層
に
ま
で
政
権
が
主
体
的
に
発
給
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

大
内
裏
造
営
の
行
事
所
始
は
六
月
で
あ
る
か
ら
、
時
間
的
に
は
こ
の
よ
う
な
動

向
と
近
い
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
も
旧
来
の
朝
儀
の
復
活
と
い
う
共
通
の
性
質
を

持
っ
て
も
い
る
。

　
こ
の
大
内
裏
造
営
計
画
が
目
指
し
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
以
前

に
大
内
裏
を
造
営
し
た
事
例
と
し
て
は
、
保
元
年
間
（
一
一
五
六
～
一
一
五

九
）
に
、
時
の
政
権
掌
握
者
信
西
の
主
導
の
も
と
に
行
わ
れ
た
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
V

こ
の
時
の
大
内
裏
造
営
は
、
保
元
二
年
（
＝
五
七
）
二
月
に
事
始
が
行
わ
れ
、

成
功
や
諸
寺
へ
の
賦
課
に
よ
り
、
内
裏
の
造
営
を
経
た
後
、
同
四
年
（
一
一
五

九
）
ま
で
の
間
に
大
内
裏
も
造
営
さ
れ
た
と
見
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
内
宴
や
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
7
2
）

撲
節
な
ど
と
い
っ
た
多
く
の
朝
儀
が
復
興
さ
れ
て
い
る
。
後
醍
醐
天
皇
は
延

喜
・
天
暦
の
治
を
理
想
と
し
た
と
言
わ
れ
る
が
、
大
内
裏
造
営
は
理
想
と
す
る

聖
代
の
政
務
の
場
の
復
活
で
あ
る
。
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太
政
官
符
の
発
給
に
は
官
符
に
捺
印
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
捺
印
は

請
印
と
い
う
儀
礼
的
発
給
手
続
き
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
請
印
は
、
外
記
政
や

結
政
請
印
と
い
う
、
い
ず
れ
も
十
一
世
紀
に
衰
退
に
向
か
っ
た
政
務
の
中
で
行

わ
れ
、
外
記
政
な
ら
ば
外
記
庁
、
結
政
請
印
な
ら
ば
結
政
所
と
い
う
場
を
必
要

　
（
7
3
）

と
し
た
。
官
符
発
給
は
こ
の
よ
う
な
政
務
と
場
を
伴
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ

の
次
第
は
『
西
宮
記
』
『
江
家
次
第
』
と
い
っ
た
儀
式
書
に
見
え
る
が
、
後
醍

醐
は
『
建
武
年
中
行
事
』
の
執
筆
に
際
し
て
『
江
家
次
第
』
を
参
照
し
て
い
た

　
　
（
7
4
）

と
思
わ
れ
、
そ
の
よ
う
な
後
醍
醐
に
と
っ
て
、
大
内
裏
造
営
と
い
う
場
の
復
活

と
そ
こ
で
行
わ
れ
る
儀
式
・
政
務
の
復
興
が
密
接
に
関
係
し
て
い
た
の
は
確
実

で
あ
る
。
大
内
裏
造
営
計
画
の
よ
う
な
朝
儀
復
興
が
官
符
発
給
の
背
景
に
あ
り
、

太
政
官
符
の
発
給
は
朝
儀
復
興
の
一
環
と
し
て
の
意
義
を
有
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　
以
上
よ
り
、
建
武
政
権
に
よ
る
建
武
二
年
後
半
の
太
政
官
符
発
給
は
、
発
給

文
書
の
整
備
の
よ
う
な
政
務
体
制
整
備
と
大
内
裏
造
営
と
い
う
構
想
の
中
か
ら

生
ま
れ
た
施
策
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
構
想
は
朝
儀
復
興
と
い
う
理

念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　
従
来
、
建
武
政
権
の
展
開
過
程
は
、
先
例
無
視
、
論
旨
万
能
主
義
、
太
政
官

政
治
の
否
定
と
い
っ
た
専
制
的
政
治
政
策
の
実
施
と
挫
折
の
末
に
崩
壊
し
た
と

見
る
の
が
主
流
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
太
政
官
符
発
給
は
そ
の
流
れ
の
中
で
位

置
。
つ
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
太
政
官
符
の
発
給
は
政
権
崩
壊
へ
の
一
階
梯

で
は
な
く
、
朝
儀
の
復
興
を
理
念
と
す
る
後
醍
醐
天
皇
の
政
治
構
想
の
一
端
を

な
す
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
後
醍
醐
の
理
念
と
構
想
は
公
家
徳
政
の
】
面
に
繋
が
る
。
公
家
徳

政
は
鎌
倉
後
期
に
興
行
が
図
ら
れ
る
が
、
そ
の
結
果
が
建
武
政
権
へ
引
き
継
が

れ
る
と
見
る
向
き
が
あ
る
。
雑
訴
決
断
所
が
鎌
倉
後
期
の
雑
訴
興
行
か
ら
連
続

　
　
（
7
5
）

す
る
こ
と
、
建
武
政
権
の
論
旨
万
能
主
義
は
、
永
代
の
職
を
遷
代
の
職
と
し
て

天
皇
の
掌
中
に
収
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
鎌
倉
後
期
以
来
の
徳
政
の
帰
結
で

　
　
（
7
6
）

あ
る
こ
と
、
鎌
倉
後
期
の
両
統
分
裂
下
に
お
け
る
公
家
社
会
の
不
安
定
化
が
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
7
7
）

天
の
君
へ
の
求
心
力
向
上
を
促
し
、
後
醍
醐
の
立
ち
位
置
を
形
成
し
た
こ
と
な

ど
が
、
諸
先
学
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
社
会
動
向
へ
の
対
応

政
策
と
い
う
公
家
徳
政
の
一
側
面
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
一

方
で
公
家
徳
政
に
は
朝
儀
復
興
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
鎌
倉

末
期
、
後
醍
醐
は
徳
政
の
推
進
者
と
し
て
聖
代
と
称
さ
れ
て
い
た
。
皇
位
継
承

に
対
す
る
後
醍
醐
の
姿
勢
を
幕
府
に
訴
え
た
後
伏
見
上
皇
の
事
書
に
さ
え
も
、

後
醍
醐
は
承
久
以
来
の
古
事
を
興
行
し
た
結
果
、
世
人
に
聖
代
と
言
わ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

る
事
実
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
建
武
政
権
崩
壊
後
、
北
朝
の
重
鎮
二
条

良
基
は
朝
儀
の
復
興
に
熱
心
で
あ
っ
た
が
、
良
基
は
生
涯
を
通
し
て
後
醍
醐
を

　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

敬
慕
し
続
け
た
と
い
う
。
鎌
倉
末
期
の
世
人
や
良
基
が
称
え
た
後
醍
醐
は
朝
儀

復
興
者
と
し
て
の
後
醍
醐
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
朝
儀
復
興
は
当
時
の
公
家
徳

政
の
重
要
な
側
面
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
も
後
醍
醐
の
重
要
課
題
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
後
醍
醐
に
よ
る
復
興
は
単
な
る
復
古
に
留
ま
ら
な
い
。
武
士
へ
の

権
利
付
与
・
認
定
に
ま
で
太
政
官
符
を
発
給
し
た
の
は
、
朝
儀
復
興
と
い
う
公

家
徳
政
の
理
念
を
公
家
社
会
の
み
で
完
結
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
現
実
の
政
治
課

題
に
ま
で
広
げ
た
も
の
と
言
え
る
。
建
武
政
権
の
理
念
と
し
て
の
朝
儀
復
興
は



建武政権の太政官符発給31

政
権
史
上
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
建
武
政
権
研
究
で
は
、
朝
儀
復
興
と
い
う
側
面
は
あ
ま
り
重
視

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
か
か
る
政
権
の
側
面
に
も
光
を
当
て
て
建

武
政
権
を
論
じ
て
い
く
こ
と
も
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

　
　
註

（
1
）
　
鈴
木
茂
男
「
太
政
官
系
文
書
に
関
す
る
一
考
察
－
平
安
時
代
に
お
い
て
変
化
す
る

側
面
に
つ
い
て
ー
」
（
同
『
古
代
文
書
の
機
能
論
的
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七

年
、
成
稿
一
九
六
三
年
）
、
曾
我
良
成
「
弁
官
局
の
機
能
と
官
宣
旨
－
一
一
世
紀
中
葉

以
降
の
官
宣
旨
使
用
増
加
の
背
景
1
」
（
古
代
學
協
會
編
『
後
期
摂
関
時
代
史
の
研
究
』
、

吉
川
弘
文
館
、
↓
九
九
〇
年
）
、
土
田
直
鎮
「
符
」
（
日
本
歴
史
学
会
編
『
概
説
古
文
書

学
』
古
代
・
中
世
編
、
吉
川
弘
文
館
、
｝
九
八
三
年
）
、
富
田
正
弘
「
官
宣
旨
」
（
日
本

歴
史
学
会
編
『
概
説
古
文
書
学
」
古
代
・
中
世
編
〔
前
掲
〕
）
な
ど
。

（
2
）
　
小
川
信
「
南
北
朝
内
乱
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
6
中
世
2
、
岩
波
書
店
、
一

九
七
五
年
）
九
五
頁
。
以
下
、
太
政
官
符
発
給
に
関
す
る
同
氏
の
見
解
は
こ
れ
に
よ
る
。

（
3
）
　
森
茂
暁
「
建
武
政
権
の
構
成
と
機
能
（
一
）
1
雑
訴
決
断
所
ー
」
（
同
『
南
北
朝

期
公
武
関
係
史
の
研
究
』
、
文
献
出
版
、
一
九
八
四
年
、
初
出
．
一
九
七
九
年
）
一
〇
七

～
一
〇
八
頁
。
以
下
、
太
政
官
符
発
給
に
関
す
る
同
氏
の
見
解
は
こ
れ
に
よ
る
。

（
4
）
佐
藤
進
一
『
日
本
の
中
世
国
家
』
〈
日
本
歴
史
叢
書
〉
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）

二
〇
九
頁
。
以
下
、
太
政
官
符
発
給
に
関
す
る
同
氏
の
見
解
は
こ
れ
に
よ
る
。

（
5
）
　
佐
藤
進
一
『
南
北
朝
の
動
乱
」
〈
日
本
の
歴
史
9
＞
（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
五

年
）
。

（
6
）
　
先
例
無
視
に
関
し
て
は
、
寛
雅
博
「
中
世
王
権
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
思
想
』

第
一
一
号
、
一
九
九
八
年
）
、
新
田
一
郎
『
太
平
記
の
時
代
」
〈
日
本
の
歴
史
1
1
＞
（
講

談
社
、
二
〇
〇
一
年
）
八
六
～
九
〇
頁
を
、
輪
旨
万
能
主
義
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
喜
良

『
南
北
朝
動
乱
と
王
権
』
〈
教
養
の
日
本
史
〉
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
七
年
）
、
同
「
建

武
政
権
試
論
－
成
立
過
程
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
同
『
中
世
国
家
と
東
国
・
奥
羽
』
、
校

倉
書
房
、
一
九
九
九
年
、
初
出
一
九
九
八
年
）
、
太
政
官
政
治
の
否
定
に
つ
い
て
は
、

　
美
川
圭
「
建
武
政
権
の
前
提
と
し
て
の
公
卿
会
議
1
「
合
議
と
専
制
」
論
を
め
ぐ
っ
て

ー
」
（
大
山
喬
平
教
授
退
官
記
念
会
編
『
古
代
・
中
世
』
〈
日
本
国
家
の
史
的
特
質
〉

　
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
七
年
）
を
参
照
。

（
7
）
　
出
典
は
以
下
の
通
り
。
［
1
］
『
鎌
倉
遺
文
』
古
文
書
編
第
四
十
二
巻
－
三
二
五
五

〇
号
。
［
2
］
『
壬
生
家
文
書
』
〈
図
書
寮
叢
刊
、
以
下
同
様
V
七
1
一
九
四
五
号
。

　
［
3
］
『
南
禅
寺
文
書
』
上
巻
－
三
三
号
、
『
南
北
朝
遺
文
』
中
国
・
四
国
編
第
一
巻
1

　
＝
二
四
号
。
［
4
］
『
南
北
朝
遺
文
』
中
国
・
四
国
編
第
一
巻
－
一
六
二
号
。
［
5
］
『
三

重
県
史
』
資
料
編
中
世
1
（
下
）
1
神
宮
文
庫
所
蔵
文
書
－
紙
背
文
書
－
伊
勢
二
所
皇

大
神
宮
御
鎮
座
伝
記
－
三
号
。
［
6
］
『
加
能
史
料
』
南
北
朝
I
l
建
武
二
年
十
月
四
日

条
。
［
7
］
『
南
北
朝
遺
文
』
中
国
・
四
国
編
第
一
巻
－
一
七
一
号
。
［
8
］
『
島
津
家
文

書
』
之
一
〈
大
日
本
古
文
書
家
わ
け
十
六
〉
ー
五
〇
号
。
［
9
］
『
松
浦
党
関
係
史
料

集
』
第
ニ
ー
四
五
九
号
、
『
南
北
朝
遺
文
』
九
州
編
第
一
巻
ー
三
一
五
号
。
［
1
0
］
『
白

河
市
史
』
第
五
巻
資
料
編
2
古
代
・
中
世
－
中
世
－
六
二
号
。
［
1
1
］
『
白
河
市
史
』
第

五
巻
資
料
編
2
古
代
・
中
世
－
中
世
－
六
三
号
。
な
お
、
本
文
中
へ
引
用
し
た
も
の
は

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
に
よ
り
校
正
し
て
あ
る
。

（
8
）
　
現
存
す
る
も
の
以
外
に
も
、
円
覚
寺
の
尾
張
国
篠
木
荘
以
下
の
知
行
を
認
め
た
建

武
四
年
七
月
十
日
足
利
直
義
御
教
書
に
「
去
々
年
十
一
月
八
日
官
符
井
関
東
安
堵
等
」

と
あ
る
よ
う
に
、
建
武
二
年
十
一
月
八
日
の
太
政
官
符
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

　
（
「
円
覚
寺
文
書
」
、
『
愛
知
県
史
』
資
料
編
8
中
世
ー
一
〇
六
四
号
）
。

（
9
）
　
飯
田
瑞
穂
「
太
政
官
符
の
分
類
に
つ
い
て
」
（
日
本
古
文
書
学
会
編
『
日
本
古
文

書
学
論
集
」
4
古
代
H
奈
良
・
平
安
時
代
の
文
書
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
、
初

出
一
九
八
〇
年
）
。

（
1
0
）
　
太
政
官
符
は
従
来
、
所
管
・
被
官
関
係
に
あ
る
諸
司
・
諸
国
に
宛
て
、
寺
院
に
宛

　
て
る
も
の
と
し
て
は
太
政
官
牒
が
使
用
さ
れ
た
が
、
後
に
、
寺
院
に
も
太
政
官
符
を
宛

　
て
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
早
い
例
で
あ
る
。

（
1
1
）
　
建
武
二
年
九
月
二
十
四
日
陸
奥
国
宣
案
（
「
結
城
家
文
書
」
、
『
白
河
市
史
』
第
五

巻
資
料
編
2
古
代
・
中
世
－
中
世
－
五
七
号
）
、
建
武
二
年
以
前
新
恩
所
領
注
文
（
「
楓
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軒
文
書
纂
所
収
白
河
証
古
文
書
」
、
『
楓
軒
文
書
纂
』
〈
内
閣
文
庫
影
印
叢
刊
〉
下
－
第

九
〇
冊
白
河
鐙
古
文
書
ご
。

（
1
2
）
　
註
（
2
）
小
川
「
南
北
朝
内
乱
」
、
註
（
3
）
森
「
建
武
政
権
の
構
成
と
機
能

　
（
一
）
1
雑
訴
決
断
所
1
」
、
長
又
高
夫
「
建
武
政
権
に
お
け
る
安
堵
の
特
質
ー
雑
訴
決

断
所
設
置
後
を
対
象
と
し
て
ー
」
（
『
史
学
研
究
集
録
』
第
十
三
号
、
一
九
八
八
年
）
、

吉
原
弘
道
「
建
武
政
権
の
安
堵
に
関
す
る
一
考
察
－
元
弘
三
年
七
月
官
宣
旨
の
伝
来
と

機
能
を
中
心
に
ー
」
（
『
古
文
書
研
究
』
第
四
十
号
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
。

（
1
3
）
　
『
朝
野
群
載
』
〈
新
訂
増
補
国
史
大
系
V
巻
第
四
朝
儀
上
。

（
1
4
）
　
『
女
院
小
伝
』
（
『
群
書
類
従
』
第
五
輯
）
。

（
1
5
）
　
『
公
卿
捕
任
』
〈
新
訂
増
補
国
史
大
系
、
以
下
同
様
V
建
武
二
年
・
延
元
元
年
条
各

人
項
。
な
お
、
同
書
建
武
二
年
条
で
は
堀
川
具
親
を
「
春
宮
大
夫
」
と
記
す
が
、
延
元

元
年
条
よ
り
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

（
1
6
）
　
『
建
武
記
』
伝
奏
結
番
（
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
ニ
ー
建
武
二
年
三
月
十
七
日

　
条
）
。

（
1
7
）
　
雑
訴
決
断
所
結
番
交
名
（
「
比
志
島
文
書
」
、
『
鹿
児
島
県
史
料
』
旧
記
雑
録
拾
遺

諸
氏
系
譜
三
－
比
志
島
文
書
i
一
五
五
号
）
、
『
建
武
元
年
雑
訴
決
断
所
結
番
交
名
』

　
（
『
続
群
書
類
従
』
第
三
十
一
輯
下
）
。

（
1
8
）
　
建
治
元
年
六
月
九
日
太
政
官
符
案
（
「
到
津
文
書
」
、
『
鎌
倉
遺
文
』
古
文
書
編
第

　
十
六
巻
ー
＝
九
二
四
号
）
、
正
安
元
年
十
月
二
十
四
日
太
政
官
符
案
（
「
到
津
文
書
」
、

　
『
鎌
倉
遺
文
』
古
文
書
編
第
二
十
七
巻
－
二
〇
二
七
一
号
）
。

（
1
9
）
　
正
応
六
年
三
月
二
十
八
日
太
政
官
牒
（
「
興
山
寺
文
書
」
、
『
鎌
倉
遺
文
』
古
文
書

　
編
第
二
十
三
巻
－
一
八
＝
二
四
号
）
。

（
2
0
）
　
『
建
武
記
』
（
『
中
世
政
治
社
会
思
想
』
下
く
日
本
思
想
大
系
2
2
V
I
庶
民
思
想
－

　
落
書
・
祭
文
・
盆
踊
唄
－
二
）
。

（
2
1
）
　
元
弘
三
年
八
月
十
六
日
後
醍
醐
天
皇
編
旨
（
「
相
州
文
書
」
、
『
愛
知
県
史
』
資
料

　
編
8
中
世
1
1
九
五
一
号
）
。
な
お
、
当
該
文
書
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
『
愛
知
県
史
』

　
お
よ
び
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
一
は
、
召
し
返
し
の
結
果
、
富
田
荘
が
阿
野
廉
子

　
に
給
与
さ
れ
た
と
し
て
い
る
が
、
一
方
で
森
茂
暁
氏
は
、
廉
子
に
与
え
た
論
旨
を
召
し

返
し
て
同
荘
を
円
覚
寺
に
返
付
し
た
も
の
と
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
（
同
『
南

朝
全
史
－
大
覚
寺
統
か
ら
後
南
朝
へ
ー
』
〈
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
3
3
4
V
〔
講
談
社
、

二
〇
〇
五
年
〕
七
九
頁
）
。
そ
の
是
非
は
即
断
し
が
た
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
召

　
し
返
し
が
こ
の
時
期
に
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

（
2
2
）
　
建
武
元
年
四
月
十
一
日
後
醍
醐
天
皇
論
旨
（
『
大
徳
寺
文
書
』
〈
大
日
本
古
文
書
家

わ
け
十
七
、
以
下
同
様
〉
之
一
－
二
八
号
）
。

（
2
3
）
　
建
武
元
年
七
月
二
十
八
日
後
醍
醐
天
皇
倫
旨
（
『
大
徳
寺
文
書
』
之
一
－
三
八
号
）
。

（
2
4
）
建
武
元
年
八
月
二
十
一
日
後
醍
醐
天
皇
編
旨
（
『
大
徳
寺
文
書
』
之
一
－
二
九
号
）
。

（
2
5
）
　
建
武
二
年
三
月
二
十
日
後
醍
醐
天
皇
論
旨
案
、
建
武
二
年
五
月
二
十
五
日
後
醍
醐

天
皇
論
旨
案
（
い
ず
れ
も
南
禅
寺
領
諸
国
所
々
紛
失
御
判
物
帖
、
『
南
禅
寺
文
書
』
上

巻
ー
一
二
五
号
）
。

（
2
6
）
　
建
武
二
年
七
月
三
日
後
醍
醐
天
皇
編
旨
（
「
結
城
神
社
所
蔵
文
書
」
、
『
白
河
市
史
』

第
五
巻
資
料
編
2
古
代
・
中
世
－
中
世
－
四
八
号
）
。

（
2
7
）
　
建
武
元
年
八
月
二
十
一
日
左
弁
官
下
文
（
『
大
徳
寺
文
書
』
之
一
ー
二
五
号
）
。

（
2
8
）
　
建
武
二
年
二
月
十
七
日
左
弁
官
下
文
（
『
増
補
八
坂
神
社
文
書
』
下
巻
二
ー
増
補

篇
神
社
文
書
ー
一
一
号
）
。

（
2
9
）
　
『
南
北
朝
遺
文
』
中
国
・
四
国
編
第
一
巻
－
二
〇
七
号
。

（
3
0
）
　
『
公
卿
補
任
』
建
武
二
年
条
源
尊
氏
項
。

（
3
1
）
　
建
武
三
年
二
月
六
日
後
醍
醐
天
皇
論
旨
案
（
「
結
城
家
文
書
」
、
『
白
河
市
史
』
第

　
五
巻
資
料
編
2
古
代
・
中
世
－
中
世
－
七
四
号
）
。

（
3
2
）
　
註
（
9
）
飯
田
「
太
政
官
符
の
分
類
に
つ
い
て
」
。

（
3
3
）
　
『
公
卿
補
任
』
嘉
暦
三
年
・
元
徳
二
年
藤
実
世
項
。

（
3
4
）
　
『
公
卿
補
任
』
元
弘
元
年
条
藤
実
世
項
。

（
3
5
）
　
註
（
1
6
）
『
建
武
記
』
伝
奏
結
番
、
註
（
1
7
）
雑
訴
決
断
所
結
番
交
名
、
同
『
建

　
武
元
年
雑
訴
決
断
所
結
番
交
名
』
。

（
3
6
）
　
『
公
卿
補
任
』
延
文
三
年
条
藤
実
世
項
。

（
3
7
）
　
『
公
卿
補
任
』
元
応
元
年
・
正
中
二
年
・
元
徳
二
年
条
藤
公
明
項
。

（
3
8
）
　
森
茂
暁
「
後
醍
醐
天
皇
前
期
親
政
期
の
記
録
所
」
（
同
『
南
北
朝
期
公
武
関
係
史
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の
研
究
』
〔
前
掲
〕
、
初
出
一
九
七
九
年
）
二
八
頁
。

（
3
9
）
　
『
公
卿
補
任
』
元
弘
元
年
条
藤
公
明
項
。

（
4
0
）
　
註
（
1
6
）
『
建
武
記
』
伝
奏
結
番
、
註
（
1
7
）
雑
訴
決
断
所
結
番
交
名
、
同
『
建

武
元
年
雑
訴
決
断
所
結
番
交
名
』
。

（
4
1
）
　
『
公
卿
補
任
』
延
元
元
年
条
藤
公
明
項
。

（
4
2
）
　
註
（
6
）
美
川
「
建
武
政
権
の
前
提
と
し
て
の
公
卿
会
議
ー
「
合
議
と
専
制
」
論

　
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
。

（
4
3
）
　
註
（
6
）
伊
藤
『
南
北
朝
動
乱
と
王
権
』
、
同
「
建
武
政
権
試
論
－
成
立
過
程
を

中
心
と
し
て
ー
」
。

（
4
4
）
　
元
弘
三
年
六
月
十
五
日
口
宣
（
案
文
）
（
「
金
剛
寺
文
書
」
、
『
鎌
倉
遺
文
』
古
文
書

　
編
第
四
十
一
巻
－
三
二
二
七
二
号
）
。

（
4
5
）
　
複
数
伝
来
す
る
が
、
代
表
と
し
て
二
十
五
日
付
の
「
国
分
文
書
」
の
も
の
（
『
鎌

倉
遺
文
』
古
文
書
編
第
四
十
一
巻
－
三
二
三
九
三
号
）
を
挙
げ
て
お
く
。

（
4
6
）
　
研
究
の
概
略
は
、
古
澤
直
人
「
北
条
氏
の
専
制
と
建
武
新
政
」
（
石
上
英
一
他
編

「
講
座
前
近
代
の
天
皇
』
第
1
巻
天
皇
権
力
の
構
造
と
展
開
そ
の
ー
、
青
木
書
店
、
一

九
九
二
年
）
を
参
照
。

（
4
7
）
　
『
吾
妻
鏡
』
〈
新
訂
増
補
国
史
大
系
〉
文
治
五
年
九
月
九
日
条
。

（
4
8
）
　
富
田
正
弘
「
口
宣
・
口
宣
案
の
成
立
と
変
遷
－
院
政
1
1
親
政
と
天
皇
1
1
太
政
官
政

　
と
の
接
点
1
」
（
『
古
文
書
研
究
』
第
一
四
・
一
五
号
、
一
九
七
九
・
一
九
八
〇
年
）
。

（
4
9
）
　
『
師
守
記
』
〈
史
料
纂
集
〉
貞
治
二
年
二
月
十
三
日
条
。

（
5
0
）
　
建
武
元
年
九
月
日
口
宣
写
、
建
武
元
年
九
月
七
日
口
宣
写
（
い
ず
れ
も
『
玉
英
記

抄
』
〈
続
史
料
大
成
〉
衣
服
－
建
武
元
年
九
月
十
一
日
条
）
。

（
5
1
）
　
建
武
二
年
六
月
二
十
六
日
口
宣
写
（
二
通
）
（
『
匡
遠
記
』
〈
増
補
史
料
大
成
、
以

　
下
同
様
〉
建
武
二
年
六
月
二
十
六
日
条
）
。

（
5
2
）
　
『
匡
遠
記
』
建
武
二
年
六
月
二
十
七
日
条
。

（
5
3
）
　
建
武
元
年
九
月
日
左
弁
官
下
文
（
「
壬
生
文
書
」
、
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
一

　
－
建
武
元
年
九
月
二
十
七
日
条
）
、
建
武
二
年
正
月
二
日
左
弁
官
下
文
写
（
『
禰
家
抄
』

　
行
幸
隼
人
事
、
『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
ニ
ー
建
武
二
年
正
月
二
日
条
）
。

（
5
4
）
　
建
武
二
年
六
月
二
十
六
日
左
弁
官
下
文
写
（
春
日
社
等
遷
宮
関
係
文
書
案
、
『
壬

生
家
文
書
』
七
－
一
九
六
〇
号
（
三
）
）
。

（
5
5
）
　
建
武
元
年
三
月
十
七
日
左
弁
官
下
文
写
（
『
建
武
記
』
、
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第

六
巻
公
家
法
・
公
家
家
法
・
寺
社
法
－
公
家
法
－
法
規
1
六
〇
五
号
）
。

（
5
6
）
　
建
武
元
年
四
月
十
五
日
左
弁
官
下
文
（
「
大
楽
寺
文
書
」
、
『
南
北
朝
遺
文
』
九
州

　
編
第
一
巻
－
二
九
号
）
。
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）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）

註註註註註註
　　 A　 A　 　　 　　 　63522827
）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）

建
武
元
年
八
月
二
十
一
日
左
弁
官
下
文
。

建
武
二
年
二
月
十
七
日
左
弁
官
下
文
。

小
川
「
南
北
朝
内
乱
」
な
ど
。

佐
藤
『
南
北
朝
の
動
乱
』
。

森
「
建
武
政
権
の
構
成
と
機
能
（
一
）
1
雑
訴
決
断
所
1
」
。

伊
藤
『
南
北
朝
動
乱
と
王
権
』
、
同
「
建
武
政
権
試
論
1
成
立
過
程
を

中
心
と
し
て
ー
」
。

（
6
3
）
　
註
（
6
）
新
田
『
太
平
記
の
時
代
』
八
四
～
八
五
頁
。

（
6
4
）
　
『
太
平
記
』
〈
角
川
文
庫
〉
（
岡
見
正
雄
校
注
）
巻
第
十
二
大
内
裏
造
営
事
付
聖
廟

御
事
。

（
6
5
）
　
註
（
5
5
）
建
武
元
年
三
月
十
七
日
左
弁
官
下
文
写
。

（
6
6
）
　
『
建
武
記
』
（
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
六
巻
公
家
法
・
公
家
家
法
・
寺
社
法
－
公

家
法
－
法
規
－
六
〇
六
号
）
。

（
6
7
）
　
『
公
卿
補
任
』
暦
応
二
年
条
藤
宣
明
項
。
な
お
、
同
書
で
は
元
徳
四
年
の
こ
と
と

　
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
元
弘
四
年
の
誤
り
。
ま
た
、
次
官
清
原
頼
元
に
つ
い
て
は

　
『
外
記
補
任
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
）
建
武
二
年
条
清
原
頼
元
項
に
見
え
る
が
、
補
任

　
日
は
不
明
。

（
6
8
）
　
『
建
武
記
』
（
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
六
巻
公
家
法
・
公
家
家
法
・
寺
社
法
－
公

家
法
－
法
規
i
六
五
三
～
六
五
六
号
）
、
建
武
元
年
十
月
日
雑
訴
決
断
所
牒
写
（
『
建
武

記
』
、
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
六
巻
公
家
法
・
公
家
家
法
・
寺
社
法
ー
公
家
法
－
法
規

　
－
六
五
七
号
）
。

（
6
9
）
　
建
武
二
年
四
月
二
十
八
日
造
内
裏
雑
事
日
時
勘
文
案
（
『
壬
生
家
文
書
』
九
－
二
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三
五
八
号
）
、
建
武
二
年
四
月
二
十
八
日
造
内
裏
行
事
所
始
日
時
勘
文
案
（
『
壬
生
家
文

書
』
九
－
二
三
五
九
号
）
。

（
7
0
）
　
『
匡
遠
記
』
建
武
二
年
六
月
十
五
日
条
。

（
7
1
）
　
『
園
太
暦
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
）
貞
和
二
年
七
月
二
十
一
日
条
。

（
7
2
）
　
五
味
文
彦
「
信
西
政
権
の
構
造
」
（
青
木
和
夫
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
古
代

　
の
政
治
と
文
化
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）
。

（
7
3
）
　
吉
川
真
司
「
外
印
請
印
考
」
（
同
『
律
令
官
僚
制
の
研
究
』
、
塙
書
房
、
↓
九
九
八

年
、
初
出
一
九
九
五
年
）
。

（
7
4
）
　
武
光
誠
「
建
武
年
中
行
事
に
記
さ
れ
た
朝
儀
の
特
質
」
（
『
風
俗
』
第
十
八
巻
第
二

号
、
一
九
八
〇
年
）
。

（
7
5
）
　
註
（
3
）
森
「
建
武
政
権
の
構
成
と
機
能
（
一
）
1
雑
訴
決
断
所
r
」
。

（
7
6
）
　
笠
松
宏
至
「
中
世
の
政
治
・
社
会
思
想
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
7
中
世
3
、

岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
。

（
7
7
）
　
市
沢
哲
「
鎌
倉
後
期
の
公
家
政
権
の
構
造
と
展
開
－
建
武
新
政
へ
の
一
展
望
」

　
（
『
日
本
史
研
究
』
第
三
五
五
号
、
一
九
九
二
年
）
。

（
7
8
）
　
後
伏
見
上
皇
事
書
案
（
「
書
陵
部
所
蔵
伏
見
宮
文
書
」
、
『
鎌
倉
遺
文
』
古
文
書
編

　
第
三
十
九
巻
－
三
〇
一
四
二
号
）
。
な
お
、
当
該
文
書
は
題
簸
銘
を
「
御
事
書
井
目
安

　
案
」
と
言
い
、
森
茂
暁
「
鎌
倉
後
期
の
朝
幕
関
係
－
皇
位
継
承
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
同

『
南
北
朝
期
公
武
関
係
史
の
研
究
』
〔
前
掲
〕
、
初
出
一
九
八
二
年
）
に
紹
介
さ
れ
て
い

　
る
。（

7
9
）
　
小
川
剛
生
『
二
条
良
基
研
究
』
〈
笠
間
叢
書
三
六
二
V
（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五

年
）
。


